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三
朝
町
療
養
後
触
蕃
牽
成
奨
学
資
金
給
付
条
､
例
の
利
恵
に
つ
い
て

次
の
と
お
里
二
朝
町
盤
菜
後
継
者
蕃
成
嚢
学
資
金
給
付
条
例
を
馳
走
す
る
こ
と
に
つ
一
い
て
､
(
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昭
和
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十
二
年
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毎
第
六
十
七
号
)

舞
九
十
六
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T
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の
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定
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よ
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会
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七　六　五　四　三

申　町　町　町　町

学　職　段　数　讃

校　点　薬　育　会

長　　委　委　議

員　負　員

会　会

委　委
員　貞

三
朝
町
　
農
業
後
継
者
養
成
奨
学
資
金
給

付
条
例

(
鯛
和
例
解
　
月
　
卵
)

(
目
的
)

第
一
条
　
こ
の
条
例
は
､
本
町
内
に
住
所
を
有
す
る
者
の
子
弟
で
､
垂

-
息
富
岳
業
高
等
学
校
又
は
鳥
取
県
立
農
業
経
営
大
学
校
(
本
科
)
　
に
在
学

し
､
学
業
成
絞
良
好
で
心
身
健
全
な
者
に
対
し
て
奨
学
資
金
を
給
付
す
る
こ

と
に
よ
り
､
自
立
経
営
の
袋
業
後
継
者
と
し
て
有
用
な
人
材
を
養
成
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
｡

(
奨
学
生
の
選
定
)

第
二
条
　
奨
学
資
金
の
給
付
を
受
け
る
者
(
以
下
｢
奨
学
生
｣
と
い
う
0
)
は
'

裾
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
て
い
.
る
者
の
-
ち
か
ら
町
長
が
決
億
す

る
o一

葉
業
高
等
学
校
等
の
入
学
選
抜
試
験
に
合
格
し
た
著
又

は
同
校
に
在
学
し
て
い
る
者
で
､
自
立
経
営
の
袋
業
後
継
者
と
な
り
､
農

業
の
発
展
と
そ
の
経
常
の
近
代
化
に
尽
く
す
意
思
が
強
固
で
あ
る
こ
と
｡

二
　
自
立
経
営
の
盤
業
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
営
農
基
盤
を
有
す
る
者

第
十
)
編
　
経
済
　
(
袋
業
後
継
者
養
成
奨
学
資
金
給
付
条
例
)

〔島中Ⅹ〕

又
は
そ
の
見
込
み
の
あ
る
者
の
子
弟
で
あ
る
こ
と
｡

三
　
学
業
成
紀
が
良
好
で
､
性
行
が
正
し
く
'
か
つ
､
身
体
が
強
健
で
あ
る

ヽ

こ
と
○

(
選
考
委
員
会
)

第
三
条
　
奨
学
生
と
し
て
の
適
格
性
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
た
め
､
町
長
の

管
理
に
属
す
る
三
朝
町
幾
業
後
継
者
糞
成
奨
学
生
選
考
委
員
会
(
以
下
｢
選

考
委
員
会
｣
と
い
-
0
)
を
置
く
｡

2
讐
雲
量
は
､
萱
そ
以
内
で
組
織
す
る
0

3
　
委
員
は
'
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
､
町
長
が
委
嘱
し
､
又
は

任
命
す
る
｡

7
　
農
業
協
同
渡
合
役
員
又
は
職
貞

1
1
　
学
識
経
験
が
あ
る
者

4
　
委
員
の
任
期
は
､
二
年
と
す
る
｡
た
だ
し
'
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
'
前

任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
｡

5
　
委
員
は
､
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
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第
十
7
編
　
経
済
　
(
袋
業
後
継
者
養
成
奨
学
資
金
給
付
条
例
)

(
奨
学
簸
金
の
額
)

第
四
条
　
奨
学
資
金
の
額
は
'
次
表
の
と
お
り
と
す
る
｡

(
給
付
の
期
間
)

帯
五
条
　
奨
学
資
金
を
給
付
す
る
期
間
は
'
葦
農
業
高
等
学
校
等

に
入
学
し
た
日
又
は
給
付
の
決
定
を
行
な
っ
た
日
の
尻
す
る
月
か
ら
､
鹿
球

篭
農
業
高
等
学
校
等
の
正
規
の
修
業
年
限
の
終
期
ま
で
と
す
る
｡
た

だ
し
,
農
業
経
営
大
学
校
(
本
科
)
に
つ
い
て
は
'
第
1
年
次
終
了
ま
?
.
止

す
る
｡

(
奨
学
資
金
の
給
付
)

第
六
条
　
奨
学
資
金
は
､
毎
年
六
月
､
九
月
'
十
二
月
及
び
三
月
に
､
三
月
分

ず
つ
直
接
本
人
に
給
付
す
る
｡

(
奨
学
資
金
の
休
止
)

第
七
条
　
奨
学
生
が
休
学
し
た
場
合
は
､
休
学
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
分

か
ら
･
そ
の
理
由
の
止
ん
だ
月
分
ま
で
奨
学
資
金
の
給
付
を
休
止
す
る
｡

(
奨
学
資
金
の
打
切
り
)

五
四
〇
二

第
<
条
　
奨
学
生
が
次
の
各
号
の
1
に
該
当
す
る
と
き
は
､
該
当
す
る
こ
と
と

な
っ
た
日
の
馬
す
る
月
の
翌
月
分
か
ら
奨
学
資
金
の
給
付
を
打
ち
切
る
も
の

と
す
る
｡

一
退
学
し
､
又
は
他
の
高
等
学
校
に
転
学
し
た
と
き
｡

〓
　
死
亡
し
た
と
き
｡

≡
　
奨
学
資
金
の
給
付
を
辞
退
し
た
と
き
｡

四
　
学
業
成
絞
又
は
性
行
が
不
良
と
な
っ
た
と
き
｡

五
　
前
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
へ
奨
学
資
金
の
給
付
の
目
的
を
達
成
す

る
見
込
み
が
な
く
な
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
｡

(
奨
学
資
金
に
係
る
償
還
金
)

第
九
条
　
奨
学
生
又
は
奨
学
生
で
あ
っ
た
者
は
､
次
の
各
号
の
1
に
該
当
す
る

と
き
は
､
給
付
を
受
け
た
奨
学
資
金
に
係
る
償
還
金
を
規
則
で
定
め
る
期
間

内
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
す
な
い
｡
た
だ
し
､
町
長
は
､
別
に
規
則
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
D
J
返
還
を
猶
予
し
､
又
は
そ
の
全
部
又
は
1
部
の
返
還
を

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

1
　
第
･
<
条
蟹
垂
第
1
号
及
び
箪
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り

奨
学
資
金
の
給
付
を
打
ち
切
ら
れ
た
と
き
｡

〓
　
篭
農
業
高
等
学
校
等
を
卒
業
し
た
後
直
ち
に
自
立
経
営
位

業
に
従
事
し
な
い
と
き
､
又
は
五
年
以
内
に
自
立
経
営
農
業
に
従
事
し
な

く
な
っ
た
と
き
｡
た
だ
し
'
農
業
経
常
大
学
校
(
本
科
)
に
つ
い
て
は
､

〔島中Ⅹ〕

.
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二
年
以
内
と
す
る
｡

(
違
約
金
)

第
十
条
　
奨
学
資
金
に
係
る
償
還
金
を
返
還
す
る
者
は
'
給
付
を
受
け
た
奨
学

資
金
に
係
る
償
還
金
に
'
別
表
に
定
め
る
違
約
金
を
加
算
し
て
返
還
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
｡
た
だ
し
､
町
長
が
や
む
を
え
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
､
こ
れ
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

(
規
則
へ
の
委
任
)

第
十
一
条
　
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
､
規
則
で
定
め
る
｡

附

　

則

(
施
行
期
日
)

1
こ
の
条
例
は
,
昭
和
四
十
五
年
材
月
盲
か
ら
施
行
す
る
｡

(
三
朝
覧
業
後
継
者
養
成
奨
学
薦
金
給
付
条
例
の
廃
止
)

c
q
t
ニ
朝
町
農
業
後
払
者
養
成
奨
学
贋
金
給
付
条
例
(
昭
易
乙
年
宗
t
L
i
･

条
例
撃
人
す
｡
雫
｢
旧
条
例
｣
と
い
-
0
)
は
'
廃
止
す
る
｡

(
経
過
措
置
)

3
　
こ
の
条
例
施
行
の
際
､
現
に
選
考
委
員
会
委
員
で
あ
る
者
は
'
第
三
粂
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
町
長
が
委
嘱
又
は
任
命
し
た
者
と
み
な
す
｡
こ
の
場
合

に
お
い
て
､
委
員
の
任
期
は
､
壁
別
の
規
定
に
ょ
る
委
嘱
又
は
任
命
の
日
か

ら
こ
れ
を
起
算
す
る
も
の
と
す
る
｡

4
　
こ
の
条
例
施
行
の
際
､
現
に
旧
条
例
の
規
定
に
よ
る
奨
学
生
で
あ
る
者

第
十
-
編
　
経
済
　
(
良
美
後
継
者
養
成
奨
学
資
金
給
付
条
例
)

T

し

〔島中Ⅹ〕

は
,
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
奨
学
生
と
み
な
す
｡

5
　
こ
の
条
例
施
行
の
際
､
現
に
奨
学
資
金
に
係
る
償
還
金
を
返
還
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
者
は
､
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
｡

別
表

五
四
〇
三


